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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線画像の撮影部位と切り出しサイズとが関連付けられた部位情報を格納する格納手
段と、
　指定された部位情報において関連付けられている撮影部位に基づいて、放射線画像から
関心領域を認識する認識手段と、
　前記放射線画像に、前記指定された部位情報において関連付けられている切り出しサイ
ズの切り出し領域を、前記認識手段により認識された前記関心領域に従って配置する配置
手段と、を備えることを特徴とする放射線画像処理装置。
【請求項２】
　前記配置手段は、前記認識手段により認識された前記関心領域の全体を前記切り出し領
域に内包される対象領域とすることを特徴とする請求項１に記載の放射線画像処理装置。
【請求項３】
　前記部位情報に切り出し条件が関連付けられており、
　前記配置手段は、前記認識手段により認識された前記関心領域と前記切り出し条件に基
づいて、前記関心領域を内包するように前記切り出し領域を前記放射線画像に配置するこ
とを特徴とする請求項１に記載の放射線画像処理装置。
【請求項４】
　前記切り出し条件は、前記認識手段により認識された関心領域の周囲に確保するべき付
加領域を規定し、
　前記配置手段は、前記関心領域に前記付加領域が付加された対象領域を内包するように
、前記切り出し領域を配置することを特徴とする請求項３に記載の放射線画像処理装置。
【請求項５】
　前記配置手段は、前記対象領域の端部のうちの前記付加領域が形成する端部と前記切り
出し領域の端部が一致するように、前記切り出し領域を配置することを特徴とする請求項
４に記載の放射線画像処理装置。
【請求項６】
　前記配置手段は、前記対象領域の中心と前記切り出し領域の中心とが一致するように、
前記切り出し領域を配置することを特徴とする請求項４に記載の放射線画像処理装置。
【請求項７】
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　前記部位情報は複数の切り出しサイズを含み、
　前記対象領域に基づいて、前記複数の切り出しサイズのうちの一つを前記配置手段のた
めに選択する選択手段をさらに備え、
　前記選択手段は、前記対象領域を内包する切り出しサイズのうち面積が最小である切り
出しサイズを選択することを特徴とする請求項２、４乃至６のいずれか１項に記載の放射
線画像処理装置。
【請求項８】
　前記部位情報は複数の切り出しサイズを含み、
　前記対象領域に基づいて、前記複数の切り出しサイズのうちの一つを前記配置手段のた
めに選択する選択手段をさらに備え、
　前記選択手段は、前記切り出し領域の出力先の装置の種類に応じて、前記複数の切り出
しサイズのうちの一つを選択することを特徴とする請求項２、４乃至６のいずれか１項に
記載の放射線画像処理装置。
【請求項９】
　前記選択手段は、前記切り出し領域の出力先の装置の種類に対応した切り出しサイズが
複数ある場合に、それら切り出しサイズのうち、前記対象領域を内包し、面積が最小であ
る切り出しサイズを選択することを特徴とする請求項８に記載の放射線画像処理装置。
【請求項１０】
　前記配置手段は、前記放射線画像に配置された前記切り出し領域が前記放射線画像から
はみ出す場合、はみ出した側の前記切り出し領域の端部と前記放射線画像の端部が一致す
るように前記切り出し領域の位置を調整することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか
１項に記載の放射線画像処理装置。
【請求項１１】
　前記配置手段は、前記放射線画像に配置された前記切り出し領域が前記放射線画像から
はみ出す場合、はみ出した部分に所定の輝度の画像を付加して切り出しを行うことを特徴
とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の放射線画像処理装置。
【請求項１２】
　放射線画像の撮影部位と切り出しサイズとが関連付けられた複数の部位情報を格納する
格納手段から、指定された部位情報を取得する取得工程と、
　前記取得工程で取得された部位情報において関連付けられている撮影部位に基づいて、
放射線画像から関心領域を認識する認識工程と、
　前記放射線画像に、前記取得された部位情報において関連付けられている切り出しサイ
ズの切り出し領域を、前記認識工程で認識された前記関心領域に従って配置する配置工程
と、を有することを特徴とする放射線画像処理装置の制御方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載された制御方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプログラ
ム。
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